
は　し　が　き

本書は、信用金庫の役員の方、あるいは、これから役員に就任さ

れる方に向けて、役員や理事会等の役割、そして、役員の権限・責

任等をまとめたものです。

信用金庫法は商法・会社法の改正に伴った改正がなされることが

多く、信用金庫も株式会社と同じように年々ガバナンスの向上が強

く求められるようになっています。もっとも、信用金庫は、金融機

関としての業務面では銀行と重なるところは多いのですが、協同組

織である信用金庫と株式会社である銀行では、存立目的・存在意義

が異なります。そこで、本書では、会社法との相異部分はできるだ

けその対比を明記するようにしながら、信用金庫役員に関する規定

を解説するように心がけました。

信用金庫の役員の方、これから役員になられる方に本書をお手に

とっていただいて、役員に関する職務知識を理解するための一助に

なりましたら幸いです。

最後に、本書の刊行に向けて、ご意見をくださいました湘南信用

金庫常務理事 齋藤篤志様、そして本書執筆の機会をくださいまし

た経済法令研究会の地切修様に、この場を借りて厚くお礼申し上げ

ます。

2016年（平成28年）９月

弁 護 士 岸本 寛之
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１　信用金庫の役員

信用金庫（以下「金庫」といいます）の役員には、理事と監事が

います（法32条１項）。

⑴　理　事

理事とは、会員からの委任を受けて金庫の経営を担う、経営の専

門家です。

金庫は、原則５名以上の理事を置かなければなりません（法32

条２項）。

⑵　監　事

監事とは、会員からの委任を受けて理事の職務執行の監督等を行

う、監査の専門家です。

金庫は、原則２名以上の監事を置かなければなりません（法32

2
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条２項）。

１　理事の役割と権限

⑴　理事の役割

理事は、理事会という機関の構成員（メンバー）です。理事自身

は、金庫の機関ではありません。

株式会社（取締役会設置会社）の取締役に当たる存在で、信金上

も会社法の取締役に関する規定が多く準用されています（法35条

の６）。

理事は、理事会の構成メンバーとして、自らの専門的な知見をも

って理事会での議論・討論に参加し、金庫の意思を決定、あるい

は、代表理事の行為を監督するといった理事会の権限を行使するこ

とが期待されています。

⑵　理事の権限

①　理事会への出席権限

理事には、理事会の構成メンバーとして、理事会に出席できる権

限があります。

②　理事会の意思決定への参加権限　

法36条５項は、以下の重要な業務執行の決定を理事会の専決事

項として定めています。

ａ 重要な財産の処分および譲受け

２　理事の権限等

3
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ｂ 多額の借財

ｃ 支配人その他の重要なる使用人の選任および解任

ｄ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更および廃止

ｅ 法令遵守体制の整備

ｆ その他

これらの事項の決定は、理事会から（代表）理事に委任すること

ができません。

したがって、理事は、理事会構成メンバーとして、これらの事項

の意思決定に参加する権限を有しているのです。

ただし、一般の理事には、業務執行の権限まではありません。理

事が業務執行を行うためには、代表理事もしくは業務を執行する理

事として理事会で選定されること、または個別に業務の執行の委任

を受けることが必要になります。

③　他の理事の監督権限　

理事は、代表理事や業務執行理事の行為を監督するための以下の

権限を有しています。

ａ 理事会の招集権限（法37条４項、会社法366条。ただし、

招集権者が定款または理事会の決議で定められている場合に、

招集権者以外の理事が招集できるのは、招集権者に招集を請求

しても理事会が招集されないときに限ります）

ｂ 理事会での報告権限（法36条６項・35条の６、会社法357

条１項）

ｃ 理事会の決議を通じた代表理事の解職、業務執行理事の管掌

変更（解除）

ｄ　業務執行に関する決定の是正

4
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